
平 成 3 0 年 1 1 月 2 7 日 

総 合 政 策 局 安 心 生 活 政 策 課 

 

第 7 回｢バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会｣を開催します 

～2020 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会を契機とした共生社会の実現に向けて～ 

 

国土交通省では、これまで 6 回にわたり「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関す

る検討会」を開催し、バリアフリー法及び関連施策の見直しについて検討を行ってきまし

た。第 196 回国会で成立した改正バリアフリー法は本年 5 月 25 日に公布され、一部につ

いては 11 月 1 日に施行されたところです。今後、平成 31 年 4 月 1 日からの完全施行を予

定しています。 

第 7 回の検討会では、来年 4 月 1 日から新たにバリアフリー法の対象となる貸切バスや

遊覧船等にかかる目標値の設定等についてご報告いたします。 

 

記 

 

１．日  時：平成３０年１１月２９日（木）１３：３０～１５：００ 

 

２．場  所：中央合同庁舎３号館 １０階 共用会議室 

 

３．内  容：移動等円滑化の目標に関する基本方針の改正について 等 

 

４．構 成 員：別紙のとおり 

 

５．取 材 等： 

・会議は非公開ですが、冒頭挨拶までは撮影可能です。撮影を希望される方は、 

１１月２９日（木）１３：１５までに会議室前にお集まりください。 

・取材位置・時間については、係員の指示に従ってください。 

 

 

 

 
＜問い合わせ先＞ 

国土交通省総合政策局安心生活政策課 中野、中村、千葉 
ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 25-504、25-505、25-515） 

03-5253-8305（直通） 
ＦＡＸ：03-5253-1552 

本年５月に公布された改正バリアフリー法の来年 4 月 1 日からの完全施行に向けて、

新たに同法の対象となる貸切バスや遊覧船等にかかる目標値の設定等についてご報告い

たします。 


